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※　この情報を，掲示・回覧・チラシ配布・朝礼・口コミ等で広報していただきますようお願いいたします。

 ３月下旬，広島市中区に居住の女性（８０歳代）方に，「あなたが老人ホームの入居権を
譲ったせいで大勢に迷惑がかかっている。解決するために現金を送れ」などと電話があり，女
性がＡＴＭで現金を準備した後，自宅近くの商店からゆうパックで現金を送ろうとしましたが，
店員の適切な対応により，被害にあわずに済んでいます。 

■ 女性方に，「あなたには老人ホームの入居権がある。不要であれば権利を譲って欲しい」 

    などと電話があり，女性が承諾したところ，後日，別の男から「あなたが権利譲渡したせい 

    で，迷惑がかかっている。問題を解決するために現金を送れ」などと現金を要求されたた 

    め，女性が現金を準備して，自宅近くの商店からゆうパックで発送を依頼 

      店員が，伝票に宛先が記載されていないことを不審に思い，女性の息子に電話で 

     経緯を説明し，家族が女性から事情を詳しく聞いて詐欺と判明 

具体的な状況 

被害防止のポイント 
● 即断より相談！ 
        電話で現金を要求された場合は，詐欺の可能性があります。一人で決めないで，必ず家 
    族や周囲の人，警察などに相談しましょう。 
 
● 詐欺の手口を知りましょう！ 

      最近，「老人ホームの権利を譲って欲しい」と持ちかけて，後日，「名義貸しは違法だ」な 

    どとトラブルに巻き込んで現金を要求する手口が増えています。騙しの手口を知ることが 

  自分を守るために大切です。 
 

事例 

「なくそう特殊詐欺被害・ 
アンダー１０作戦」展開中！ 

 メールマガジンで会員の皆さんにいち早く犯罪発生情報等をお知らせします。 
 携帯電話のバーコード読取機能を使って右のQRコードを読み取ってください。 
 28警察署のうち,特定の警察署のメールだけを受信するように設定することができ
ます。 
 また，情報種別については，「子ども・女性対象の事件，不審者情報」「防犯情報」
「県警からのお知らせ」の３つから，受信するメールを自由に選択できます。 

メールマガジン 
会員登録 


